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公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下である 

は
い 

医療費・社会保険料・生命保険料・地震保険料・

扶養控除などの所得控除を追加する 

公的年金以外の所得（給与やシルバーなど）がない 

申告の必要はありません 

（所得税の還付が発生する場合は、 

確定申告を行う必要があります。） 

公的年金以外の所得が 20万円以下である 

町民税・県民税の申告 
をしてください 

（所得税の還付が発生する場合は、

確定申告を行う必要があります。） 

所得税の確定申告 

をしてください 

い
い
え 

は
い 

は
い 

い
い
え 

い
い
え 

い
い
え 

は
い 

※遺族年金や障害年金など非課税年金を受

給されている方で、国民健康保険に加入さ

れている場合は、正しい税額算定のために

申告が必要です（軽減判定ができません）。 


